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○ 県営土地改良事業の換地業務に係る感謝状贈呈式         P４ 
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○ 水田での露地野菜栽培や水利施設の維持管理の省力化が 

できる技術を紹介！                           P９ 
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水土里ネット荒川南部 

（荒川南部土地改良区） 

所 在 地：那須烏山市東原 68-５ 

理 事 長：久郷 浩 

設  立：平成 13（2001）年９月 20 日 

地区面積：82 ha  

組合員数：147 名 

このコーナーでは、地域の農業振興や地域社会との協働・  

交流活動に取り組んでいる土地改良区を紹介します。  

◆保全会との協働活動や地域との交流活動を教

えてください。  

猿久保田んぼ公園及びその周辺の保全活動を

保全会と協働して行っています。草刈り等の維持

管理をはじめとし、ヒマワリ（表紙写真）や彼岸

花の植栽、ホタル資源の保全などを実施していま

す。地域との交流は、生き物調査やホタルの観察

会、彼岸花やヒマワリの植栽を通じて、地域住民

や来訪者とコミュニケーションを図っています。 

荒川南部土地改良区は、荒川南部地域保全会

（以下「保全会」とします。）の構成員にもなっ

ており、農村環境の保全や景観保全に取り組み、

保全会の事務も引き受けています。 

今回は、久郷理事長、平野事務局長にお話を伺

いました。 

保全会での活動内容についてお話しする久郷理事長

（左）、平野事務局長（右） ◆保全会との関わりを通じてどのようなメリッ

トがありましたか。 

 草刈作業等は、高齢者の多い土地改良区役員に

多くの負担が掛かっていました。しかし、保全会

との連携後は、土地改良区だけでは困難であった

各地区の管理が徐々に行き届くようになりまし

た。大規模な工事や専門的な技術等が必要なもの

は改良区の事業として、堀浚いや草刈り等の簡易

的な作業等は保全会の活動として作業を分担す

ることで、効率・効果的な維持管理につながって 

◆その活動に至るきっかけは何ですか？ 

土地改良区の設立を機に、自然環境の保全に配

慮した圃場整備事業や生態系保全の重要性を組

合員と共有していました。平成 17 年度に猿久保

田んぼ公園の維持管理を目的とした生態系保全

委員会が設置されたことを契機に、平成 20 年度

から保全会と協働して保全活動に取り組むよう

になりました。活動開始から保全会役員会（保全

会）と生態系保全委員会（改良区）を年３回同時

開催しています。 

地域の資源を生かし、地域を活性化させるた

め、各種事業やイベント開催を企画し実施してき

ました。土地改良区の理事長及び副理事長がリー

ダーシップを発揮し、積極的に取り組んだことが

現在の活動につながっています。 

（写真左上）彼岸花の植栽（右上）ヒマワリの種まき 

（写真左下）生き物調査 （右下）ホタル増殖活動 
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業等を実施しました。JR 東日本との連携によっ

て、ヒマワリの開花に合わせて JR 烏山線が速度

を落として運転することとなり、JR 宇都宮駅等

でのポスター掲示や車内放送等のほか、テレビや

新聞等での報道もされたことで、SNS 等で大き

な反響がありました。 

 

JR 社員さんとヒマワリの種まきを実施（６月） 

◆保全会の事務も受託されていますが、どのよう

なメリットがありましたか。 

 煩雑で手間の掛かっていた事務処理を土地改

良区事務局が受託することで、保全会会員は各種

作業等に専念することが可能になりました。 

また、土地改良区や市の広報誌での紹介だけで

なく、土地改良区のホームページを活用したこと

で、「ホタルの発生状況」、「ヒマワリの植栽から

開花状況」、「彼岸花の開花状況」などの情報をタ

イムリーに提供できるようになりました。 

◆ヒマワリの植栽活動はどのように取り組まれ

ていますか。 

 ヒマワリの植栽は平成 30 年から始まりまし

た。草刈りや耕起などの 1 年の活動計画は事務

局が企画・作成しています。それらの活動に土地

改良区役員、保全会役員及び協力者の約 40 名が

参加しています。非農家も参加しており、非農家

の方の地域の農業に対する理解を深めることが

できています。参加者は平成 30 年と比べると増

えてきています。 

また、市の関係機関と日頃から連携を取るな

ど、協力体制を構築しています。令和５年には

JR 東日本からヒマワリの種まきなどの作業等に

協力したいというお話をいただき、JR 烏山線開

業 100 周年となる JR 東日本の協力も得て、作 

◆活動の中で苦労したことや工夫していること

は何ですか。 

 各種の取組を行う中で、年々高齢化する参加者

の意欲をどのようにして維持していくかが課題

となっていました。令和元年に当土地改良区の

HP を開設し、積極的に発信するほかマスコミの

報道等により、注目されるようになったことで参

加者の意欲向上につながりました。 

 活動時には、ビブスを着用するようにしていま

す。統一のビブスを着用することで、参加者の意

欲向上と来訪者の土地改良区や保全会への理解

度向上につながっています。また、私たちの目が

届いているということが分かるため、防犯効果や

事故防止にもつながると考えています。 

ヒマワリ畑内の除草作業をする参加者（７月） 

います。 

 また、土地改良事業が完了してから15年以上

経つことから、年々維持管理費が増加傾向にあり

ますが、改良区予算と保全会の予算とに区分でき

るため、維持管理費の節減になっています。 

R6 から展望台を線路沿いに設置（８月） 

黄色のヘルメットを被っているのは JR 社員です。 
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◆活動の反響はいかがですか。また、役員や組合

員の反応にはどのようなものがありましたか。 

 地域住民や来訪者から「お疲れさま」「きれい

に咲いたね」「今年は今までで一番きれい」等の

声をいただきます。また、農道の草刈りについて

は、担い手農家から「とても助かる」といった声

が寄せられています。 

 JR 社員がホタルの増殖活動・観察会やヒマワ

リの植栽に参加しているのは全国的に珍しく、会

員や参加者と JR 社員とのコミュニケーション

を図る機会にもなっています。 

県土連、市広報誌、マスコミ等に多く取り上げ

られる機会が増えました。報道や来訪者が増えた

ことで、「来年もまたやろう」といったような組

合員の意欲向上につながっています。 

一面に咲くヒマワリ（８月） 

JR 東日本とタイアップポスター（昨年実施済みのものです。） 

（写真左）ホタル観察会の列車のご案内       

（写真右）ヒマワリ畑の開花状況に合わせて、烏山線速度を落として運転実施！ 

荒川南部土地改良区様から多くの写真（表紙含む）をご提供いただきました！ 
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令和５（２０２３）年度 県営土地改良事業の換地業務に

係る知事感謝状贈呈式を開催しました 

令和５（２０２３）年１０月３１日（火）、栃木県公館において、県営土地改良事業の換地業務に

積極的に取り組み、令和４（２０２２）年度に換地処分を完了した次の土地改良区に対し、知事感

謝状が知事から贈呈されました。 

下田原北部土地改良区 地区面積：１３４.６ha  権利者数：１５１人 

 感謝状を受領した土地改良区を代表して、下田原北部土地改良区の齋藤芳久理事長が、「この県営

事業により造成された農地をどのように生かし、地域の農業を発展させていくか、そして継続性の

ある農業につなげていくかが、担い手に課された課題となる。」と謝辞を述べられました。 

 

知事感謝状贈呈の様子 記念写真撮影の様子 

令和６（２０２４）年度 県営土地改良事業の換地業務に

係る知事感謝状贈呈式を開催しました 

令和６（２０２４）年１０月１７日（木）、栃木県公館において、県営土地改良事業の換地業務に

積極的に取り組み、令和５（２０２３）年度に換地処分を完了した次の土地改良区に対し、知事感

謝状が知事から贈呈されました。 

日光市土地改良区 田川流域地区 地区面積：５３.８ha 権利者数：１００人 

芳賀町土地改良区 稲毛田地区  地区面積：２３.４ha 権利者数：６０人 

 感謝状を受領した土地改良区を代表して、芳賀町土地改良区稲毛田地区委員会の田口委員長が、

「生まれ変わった農地をより一層担い手に集約し、拡大・活性化していく事が私たちの使命と考え

ております」と謝辞を述べられました。 

知事感謝状贈呈の様子 稲毛田地区委員会 

田口敏郎地区委員長による謝辞 
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土地改良区等における女性理事登用について 

〈背景〉 

組合員の高齢化・減少に伴い、組織体制の脆弱化が危惧されている。農業農村に貢献し

ていく組織として、今後も農地や水路などの施設の適切な維持管理を行っていくためには、

土地改良区の体制を強化していくことが必要である。 

〈現状〉 

 
県内の土地改良区等では 16 名の女性理事が活躍されており、うち８名が員外理事制度

を活用して員外女性理事として活躍されています。いくつかの土地改良区では、定款変更

や女性候補者の検討など、次期改選時の女性理事登用に向けて既に動き始めています。 

まだ検討されていない土地改良区等の皆様も改良区内での話合いをお願いいたします。 

 

 

 

 

栃木県

項目 令和６年
２月末時点

令和５年度令和４年度令和３年度

１．１０．８０．６０．５割合（％）

１６１３９７人数（人）

１２８５５地区数

〈目的〉 

・女性をはじめとした多様な人材が土地改良区の運営に参画し、協働を図る。 

・多様な人材の発想や能力の活用により、組織・運営の活性化を図る。 

〈国の取組計画〉 

第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日） 

 女性理事が登用されていない組織数     ０    〔令和７(2025)年度まで〕 

 理事に占める女性の割合        １０％以上  〔令和７(2025)年度まで〕 

 

土地改良長期計画（令和３年３月 23 日） 

土地改良区等の理事に占める女性の割合 １０％以上  〔令和７(2025)年度まで〕 

〔登用に当たっての留意点〕 

 ・員外理事は理事定数の内、５分の２まで 

 ・役員と事務職員の兼職不可 
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県内の女性理事登用の事例紹介 

「栃木の土地改良 第 535 号（令和５年度第２号）」より抜粋 

員外理事制度の活用による女性理事登用事例 小山用水土地改良区 
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令和５年４月に烏山土地改良区初の女性理事に就任。現在１期目。 
専業で農業を営む傍ら女性農業士として幅広く活動しています。 
Q. 普段のお仕事は？ 
A．水稲・六条大麦・大豆を栽培しているので、経営者として各時期に各作業をして 

います。また、女性農業士としていろいろな研修や講習会に参加して、経営者とし 
ての知識や栽培技術等を学んでいます。 

Q.これまでの土地改良区の印象と現在の土地改良区の印象は？ 
A．今までは、耕作地の整備や農業用水の水路等の整備・修繕をするところという印象 
でした。理事就任後の現在は、災害などの被害調査・補完工事の発注など多岐にわた 
り業務があることが分かりました。 
Q．理事として仕事をする中で感じたことは？ 
A．農地や土地改良区賦課金が、農地法や土地改良法に定められ守られていることを 
初めて知りました。これから土地改良区について学んでいきたいです。 

令和４年度 
 12 月 12 日 男女共同参画推進研修会に理事長参加 
 
 
 
 
 ３月 18 日 総代会にて選任 

令和５年度 
 ４月１日 理事就任  

小森 理事長より 
 全土連、県土連の成果目標を踏まえ、当土地改良区でも役員改選となる令和 5
年度を契機として理事及び監事に女性の登用を進めていくこととしました。 
理事に選任された駒場さんは、本人紹介にもあるとおり、栃木県女性農業士とし
て農業関係での男女共同参画や地域の活性化に関して幅広く活動されてきた方
で、その識見を生かし烏山土地改良区の運営と発展のために新しい風を吹き込ん
でくれるものと期待しているところです。 

理事長より推薦、顔見知りの方が 
多数いたので快く受け入れられました。 

組織の概要 
面 積：433ha 組合員：892 人 
総 代：34 人（うち女性０名） 
理 事：11 人（うち女性１名 ） 
監 事：３人（うち女性１名） 
職 員：２人（うち女性２名） 

理事会等で情報共有（女性役員登用の必要性について） 

役員改選の機会での実現を目指し、理事長を中心に役員が 
働きかけを実施 

事務局より 

烏山土地改良区 土地改良区組合員からの女性理事登用事例 

理事長・事務局からのコメント 

女性理事就任の経緯 

    
こまば      ゆかり 

駒場 由香里 さん 

業務内容や運営方法等、異なる視点から意見をいただくことで、慣例化していることの見直しにもつ
ながると思います。とても心強い存在です。 
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Q．理事の仕事内容は？ 
A．理事会など各種会議に出席しています。土地改良区のことは現在勉強中ですが、 

女性ならではのことをしていきたいです。 
Q．理事を引き受けたきっかけは？ 
A ．近所にお住まいの理事と農業委員である奥様、組合員さんにお声がけいただきま 

した。理事になる前は、土地改良区との関わりはありませんでした。 
Q．実際に理事を経験してみてどうですか？ 
A．就任前は、生産基盤の整備が主な役割で、事業が終われば土地改良区としての役目も終わると思って 

いました。就任後は、事業後も施設のメンテナンス等が必要で大変なことを知りました。また、理事会 
等に出席する中で、土地改良事業について審議するなど理事の役割の大変さを感じました。 

Q．理事の仕事内容は？ 
A ．理事会など各種会議に出席し、事業の審議を行っております。 

職員の立場とは違い、理事として果たすべき役割等を現在勉強中です。 
Q．理事を引き受けたきっかけは？ 
A．理事からお声がけいただきました。自分に務まるか不安に思う気持ちもありました 

が、男女共同参画社会の実現に向けて自分なりに御協力できたらと考え、お引き受け 
しました。また、女性理事が一人ではないということも後押しとなりました。 

Q．実際に理事を経験してみてどうですか？ 
A．理事は組合員の意見をまとめるだけでなく、土地改良区の在り方について協議する必要があります。
執行側と運営側の両方を経験して、理事の大変さを痛感しております。 
Q．土地改良区における女性理事登用をどう思いますか？ 
A ．土地改良区は男性が主となっている社会とされてきましたが、女性理事が増えることで女性ならでは
の目線や意見、気づきにより、土地改良区がより良い組織になっていくと感じております。 

 
よしだ   まりこ 

吉田 真理子 さん 

            
いけざわ  きよみ 

生澤 喜代美 さん 

 

理事長が栃木県土地改良事業団体連合会開
催研修会(R4.12.12)に参加した際、「2025 年度
までに女性理事割合 10％以上」の努力目標が設
定された話を受けて、女性理事の登用は急務で
あると考え、理事会で経緯の説明を行いまし
た。これを契機に、役員定数の増員や員外理事
制度を活用して２、３名の女性理事の枠を確保
するなどの検討がなされました。 
R4.12~R5.2 理事会で女性理事の登用方針を 

検討・決定 
R5.3.16   総代会で定款を変更し、員外理事 

の規定を設定 
R5.10.24   選挙規定を変更 
R6.3.11  選挙にて女性理事が当選人となる 
R6.4.1    女性理事を登用 

女性理事を登用するうえで苦労・工夫したこと 
 当改良区では女性組合員が少ないことから、定款
の役員定数について、理事のうち２人は員外の女性
とする旨の変更を行いました。その後、県の担当者
の指導を受けながら、選挙規程等の変更を行いまし
た。 
どのように候補者を見つけたか 
 職員や理事の知り合いの女性の方で、土地改良業
務に精通している等の適任者がいたことをきっかけ
に、理事からお声がけしました。員外女性理事は組
合員５人以上の推薦が必要と役員選挙規程で定めて
いるため、それぞれ５人の組合員からの推薦で役員
選挙立候補者となり、理事の当選者となりました。 

 組織の概要      
面 積：3,219ha 組合員：2,253 人 
総 代：69 人（うち女性０名） 
理 事：28 人（うち女性２名） 
監 事：３人（うち女性０名） 
職 員：８人（うち女性７名） 
         （R７.２月現在） 

女性理事登用までの経緯 
 

大田原市土地改良区 員外理事制度の活用による女性理事登用事例 

女性理事登用までのポイント 
 

 女性が元気なところは、組織が活性化していると思います。土地改良区という組織もより活性化して
いくことを期待しています。 

女性理事登用により期待すること 

女性理事と職員の集合写真 

(前列左から 2 人目吉田理事、

3 人目生澤理事) 

 大田原市の会計年度任用職員として､なす風土記の丘資料館に勤務しています。 

知識を活かした職務を心掛
けております。 
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～編集後記～ 

荒川南部土地改良区の役職員の皆様、取材の御協力ありがとうございました。熱心に取材に応じていただき、
心より感謝申し上げます。 

また、小山用水土地改良区及び烏山土地改良区、大田原市土地改良区の役職員の皆様には、事例掲載の御協
力いただき、大変ありがとうございました。 

県では、今後とも分かりやすい情報紙づくりを心掛けて参りますので、ご感想やご意見等がありましたら、
下記までお寄せください。 

栃木県農政部農地整備課  〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番２０号   
TEL028-623-2357  FAX028-623-2378  E メール nochi-seibi@pref.tochigi.lg.jp 

水土里ネットパワーアップナビ  令和７（2025）年３月発行  

ｃ 
〔参考〕女性理事登用までの流れ 

土地改良区は地域農業振興・地域活性化を担う団体であり、体制強化のため、多様な人材の 

参画が必要です。“これから”の土地改良区のためには男女共同参画が必要です。 

そのため、土地改良区で女性登用に向けた課題を把握・検討し、男女共同参画に向けて 

女性理事の登用を推進し、さらに農業農村を支える組織へ発展していきましょう。 

令和○年度 

令和△年度 

 まずは、理事会

承認から！ 

 女性理事候補者との
調整も忘れずに！ 

９ 


